
史学論叢第 44 号（2014 年３月）

一
七

【
一
】
は
じ
め
に

　

菊
池
は
熊
本
県
北
部
を
流
れ
る
菊
池
川
中
流
域
に
位
置
し
、
肥
後
国
守
護
を
代
々

つ
と
め
た
豪
族
菊
池
氏
の
本
拠
で
あ
っ
た
。
菊
池
氏
は
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
時

代
に
か
け
て
宮
方
に
つ
か
え
、
九
州
内
の
武
家
方
勢
力
と
争
い
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
菊
池
一
帯
に
は
城
館
が
多
く
造
ら
れ
、
現
在
は
菊
池

神
社
と
な
っ
て
い
る
本
城
「
守
山
城
」
を
囲
う
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
山
城
や
と
り
で

を
、
江
戸
時
代
の
こ
ろ
か
ら
特
に
「
十
八
外
城
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
た
が
、
実

際
は
も
っ
と
多
く
の
城
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
一
群
の
城
館
は

場
所
こ
そ
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
真
偽
、
城
域
の
確
定
や
規
模
な
ど
は
ま
だ
充

分
に
究
明
さ
れ
て
い
る
と
は
云
い
が
た
い
。

　

近
年
、
菊
池
市
隈
府
市
街
地
内
の
県
立
菊
池
高
等
学
校
の
建
て
替
え
に
際
し
、
熊

本
県
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
堀
を
持
つ
居
館
跡
が
確
認
さ
れ

た
。
ま
た
平
成
二
三
年
度
に
菊
池
市
教
育
委
員
会
が「
十
八
外
城
」の
ひ
と
つ
で
、「
守

山
城
」
へ
移
転
前
の
本
城
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
菊
之
城
」
の
確
認
調
査
を
実
施
し
、

遺
構
、
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
菊
池
に
所
在
す
る
中
世
城
館
は
少

し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、解
明
に
む
け
て
す
す
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
文
献
資
料
、
考
古
学
調
査
の
成
果
な
ど
を
受
け
て
の
総
合
的
な

研
究
は
盛
ん
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
こ
れ
は
既
存
の
文
献
資
料
に
限
り
が
あ
る
と

同
時
に
、
発
掘
調
査
に
よ
る
考
古
学
的
検
証
が
制
約
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
全

国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
中
世
城
館
研
究
の
成
果
に
、
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
年
の
隈
府
土
井
ノ
外
遺
跡
の
発
掘
調
査
、「
菊
之
城
」

跡
の
確
認
調
査
の
成
果
や
文
献
資
料
を
も
と
に
、
菊
池
に
お
け
る
中
世
城
館
の
概
要

を
ま
と
め
て
、
再
検
討
を
お
こ
な
っ
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
軍
事
拠
点
、
支

配
拠
点
な
ど
を
総
称
し
て
「
城
館
」
と
呼
称
す
る
が
、
平
野
部
に
築
か
れ
た
軍
事
性

が
弱
い
館
的
な
性
格
を
持
つ
と
想
定
さ
れ
る
も
の
を
「
居
館
」
と
呼
ぶ
。
概
念
と
し

て
は
異
論
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
考
察
す
る
う
え
で
ご
く
単
純
に
区
別
し
て
使

い
た
い
。
ま
た
城
館
名
に
つ
い
て
は
複
数
の
通
称
が
あ
る
た
め
、
混
乱
を
避
け
る
た

め
に
資
料
中
の
名
称
を
引
用
す
る
場
合
を
の
ぞ
い
て
、
指
定
文
化
財
と
し
て
登
録
さ

れ
た
名
称
を
使
用
す
る
。

【
二
】
中
世
城
館
関
連
遺
跡
の
概
要

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
菊
池
に
お
い
て
中
世
の
城
館
は
多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く

が
丘
陵
や
山
地
を
利
用
し
た
山
城
や
と
り
で
で
あ
る
が
、
平
野
部
に
築
か
れ
た
居
館

と
推
測
さ
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
二
ヶ
所
で
近
年
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

（
一
）
隈
府
土
井
ノ
外
遺
跡
（
菊
池
市
隈
府
土
井
ノ
外
）

　

平
成
十
七
、十
八
年
度
に
県
教
育
委
員
会
に
よ
り
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
二
重

の
堀
を
持
つ
方
形
の
規
格
の
居
館
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
外
側
の
堀
は

幅
二
．
六
ｍ
程
度
、
深
さ
一
．
六
〜
二
．
一
ｍ
程
度
で
、
九
十
〜
一
〇
〇
ｍ
四
方
の

肥
後
国
菊
池
に
お
け
る
中
世
城
館
の
再
検
討

　

阿　

南　
　
　

亨

研
究
ノ
ー
ト
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一
八

第１図　隈府周辺中世城館関連史跡
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一
九

規
模
を
持
つ
と
推
測
さ
れ
る
。
内
側
の
堀
は
北
西
隅
が
検
出
さ
れ
、幅
〇
．
七
二
ｍ
、

深
さ
一
．
七
二
ｍ
を
測
る
。
さ
ら
に
確
認
調
査
で
南
西
隅
が
検
出
さ
れ
、
外
側
の
堀

と
併
行
し
、
北
西

⇔

南
東
方
向
に
約
五
九
ｍ
の
規
模
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ

の
二
条
の
大
型
の
堀
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
敷
地
内
に
、
多
く
の
掘
立
柱
建
物
や
柵
列

が
検
出
さ
れ
、
井
戸
、
土
器
だ
ま
り
な
ど
も
み
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
堀
は
現
在
の
市

第２図　隈府土井ノ外遺跡遺構配置図（S ＝ 1/1500）

第３図　隈府土井ノ外遺跡居館建造時遺構配置図（S ＝ 1/2000）
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二
〇

街
地
内
の
道
路
と
ほ
ぼ
併
行
し
て
お
り
、
隈
府
の
街
並
が
当
時
の
区
割
り
を
と
ど
め

て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

遺
構
内
出
土
遺
物
か
ら
、
遺
跡
の
時
期
は
三
期
に
分
か
れ
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら

十
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
存
続
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
は
十
五
代
武

光
、
十
六
代
武
政
、
十
七
代
武
朝
、
十
八
代
兼
朝
、
十
九
代
持
朝
が
惣
領
で
あ
り
、

九
州
に
お
け
る
宮
方
の
中
心
で
あ
っ
た
武
光
の
時
代
か
ら
、
宮
方
の
劣
勢
、
さ
ら
に

南
北
朝
の
統
一
、
守
護
職
の
地
位
は
保
持
し
つ
つ
も
勢
力
が
衰
退
し
て
い
く
時
期
に

あ
た
る
。
最
も
古
い
一
期
は
十
四
世
紀
後
半
か
ら
末
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
重

の
堀
は
こ
の
時
期
か
ら
造
ら
れ
て
お
り
、
武
光
か
ら
武
朝
に
か
け
て
南
北
朝
の
争
乱

の
時
期
は
、
す
で
に
居
館
と
し
て
の
規
格
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
「
十
八
外
城
」
に
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
埋
蔵
文
化

財
包
蔵
地
と
し
て
「
菊
池
氏
館
跡
」
と
の
遺
跡
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
（
熊
本
県
教

育
委
員
会
編 

一
九
九
四
）、
守
護
町
隈
府
に
所
在
す
る
こ
と
か
ら
、
菊
池
氏
の
惣
領

屋
敷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
発
掘
調
査
の
結
果
、
外
堀
の

規
模
が
九
十
〜
一
〇
〇
ｍ
と
、
同
様
に
守
護
で
あ
っ
た
大
友
氏
、
大
内
氏
の
館
跡
と

比
較
す
る
と
不
充
分
で
あ
り
、
庭
園
な
ど
の
遺
構
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ま

た
大
友
氏
、
大
内
氏
ら
の
守
護
町
は
居
館
を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
対
し
て
、
土
井
ノ
外
遺
跡
は
隈
府
の
中
心
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
報
告
書

で
は
「
菊
池
氏
館
跡
」
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
（
熊
本
県
教
育

委
員
会
編 

二
〇
〇
九
）。
だ
が
「
大
友
氏
館
」
は
二
町
規
模
に
整
備
拡
張
さ
れ
庭
園

が
配
置
さ
れ
た
の
は
十
六
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
、「
大
内
氏
館
」
は
建
造
当
初
か

ら
東
西
一
二
五
ｍ
、
南
北
一
六
〇
ｍ
程
度
の
規
模
を
も
っ
て
い
た
が
、
最
初
に
造
ら

れ
た
の
は
十
五
世
紀
中
ご
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
大
友
氏
館
」
と
は
二
世
紀
も
の
時

期
差
が
あ
り
、「
大
内
氏
館
」
と
は
最
大
で
一
世
紀
近
い
時
期
差
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
両
氏
の
館
と
の
規
格
の
違
い
を
根
拠
に
、
土
井
ノ
外
遺
跡
の
居
館
が
守
護
職
の

館
と
は
判
断
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
一
方
、
阿
蘇
大
宮
司

氏
居
館
に
比
定
さ
れ
て
い
る
二
本
木
前
遺
跡
で
は
、
一
二
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
一

町
四
方
の
方
形
の
規
格
を
持
つ
居
館
が
造
営
さ
れ
て
い
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
編

一
九
九
八
）
な
ど
、
中
世
の
居
館
に
関
す
る
様
相
は
単
純
で
は
な
い
。
今
後
は
広
域

的
、
継
続
的
に
調
査
を
お
こ
な
っ
て
成
果
を
蓄
積
し
、
慎
重
に
比
較
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

土
井
ノ
外
遺
跡
の
東
の
丘
陵
字
城
山
に
は
、
本
城
と
考
え
ら
れ
る
「
守
山
城
」
が

所
在
し
て
い
る
。「
雲
上
城
」「
隈
府
城
」
な
ど
の
別
称
が
あ
り
、
明
治
三
年
、
宮
方

の
武
将
と
し
て
菊
池
氏
の
功
績
が
顕
彰
さ
れ
て
、
本
城
比
定
地
に
菊
池
神
社
が
創
建

さ
れ
た
。
そ
の
際
の
地
形
改
変
や
近
年
の
道
路
掘
削
な
ど
に
よ
っ
て
原
地
形
は
様
相

を
変
え
、
土
塁
や
堀
な
ど
が
一
部
残
存
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
峻
厳
な
丘

陵
を
利
用
し
た
防
御
施
設
が
め
ぐ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
著

さ
れ
た
文
献
に
よ
れ
ば
、
十
六
代
武
政
に
よ
り
築
城
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
は
っ
き
り

と
し
た
根
拠
は
な
い
。
発
掘
な
ど
に
よ
る
検
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
で
も

の
こ
る
周
辺
の
字
名
や
通
説
な
ど
か
ら
、本
城
で
あ
る
こ
と
は
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
。

土
井
ノ
外
遺
跡
の
事
例
か
ら
、
館
と
し
て
の
機
能
を
有
し
た
居
館
は
確
実
に
存
在
し

た
も
の
で
あ
り
、「
守
山
城
」
は
、
詰
城
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。

（
二
）
菊
之
城　
（
菊
池
市
北
宮
城
の
堀
）

　
「
菊
之
城
」も「
十
八
外
城
」の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、実
際
は「
守
山
城
」

へ
移
る
前
の
居
館
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、「
深
川
城
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

延
久
二
（
一
〇
七
〇
）
年
、初
代
則
隆
が
築
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
立
地
と
し
て
は
、

菊
池
川
か
ら
一
段
高
い
平
野
部
の
南
端
に
位
置
し
、
菊
池
川
を
南
に
見
下
ろ
す
。
昭

和
五
〇
年
代
に
著
さ
れ
た
『
菊
池
市
史
』
上
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
い
写
真
を
見
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二
一

第４図　菊之城確認調査トレンチ配置図（S ＝ 1/3000）

第５図　菊之城トレンチ平面図、南北断面図（S ＝ 1/300）
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二
二

て
も
、
あ
た
り
に
は
人
家
も
な
く
、
平
野
部
に
築
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
菊
池
市

史
編
さ
ん
委
員
会
編
一
九
八
二
）。
主
体
部
と
推
測
さ
れ
る
区
画
は
四
周
よ
り
も
一

段
高
く
、
階
段
状
の
地
形
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
主
体
部
は
Ⅰ
郭
と
Ⅱ
郭
に
分

か
れ
、
Ⅰ
郭
は
東
西
二
六
〜
二
八
ｍ
、
南
北
四
一
ｍ
、
北
か
ら
東
に
か
け
て
か
ぎ
形

の
堀
が
囲
う
。
Ⅱ
郭
は
東
西
三
四
〜
四
二
ｍ
、
南
北
六
二
ｍ
、
西
側
に
堀
が
の
こ
り
、

南
側
に
は
Ⅰ
、
Ⅱ
郭
共
通
の
堀
が
の
こ
る
。
低
い
丘
陵
地
へ
つ
づ
く
北
側
に
は
堀
は

な
い
が
、
方
形
の
規
格
を
持
つ
居
館
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
後
世
の
造
成
を
受
け

て
、
原
地
形
が
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
つ
て
耕
作
中
に
青
磁
片
が
出
土

し
た
と
伝
え
ら
れ
、
周
辺
か
ら
土
師
器
片
な
ど
を
表
採
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
地
を
本
拠
と
し
た
理
由
と
し
て
、
陸
上
交
通
や
菊
池
川
の
水
運
に
目
を
つ
け

た
も
の
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
河
川
か
ら
約
三
〇
〇
ｍ
離
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
付
近
に
は
船
着
場
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
水
田
経
営
の
要
に
位

置
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　

平
成
二
三
年
度
に
菊
池
市
教
育
委
員
会
で
確
認
調
査
を
実
施
し
、
主
体
部
で
あ
る

Ⅰ
郭
に
東
西
方
向
の
ト
レ
ン
チ
三
基
を
設
置
し
た
。

【
ト
レ
ン
チ
一
号
】

　

地
表
面
よ
り
約
〇
．
七
〜
〇
．
九
ｍ
の
深
さ
か
ら
遺
物
の
包
含
層
が
存
在
し
、
一

部
で
約
一
．
五
ｍ
の
深
さ
か
ら
遺
構
検
出
面
が
確
認
さ
れ
、
土
器
だ
ま
り
も
検
出
さ

れ
た
。
遺
物
は
土
師
器
坏
、
小
皿
が
大
量
に
出
土
し
、
こ
の
他
少
量
の
白
磁
碗
片
、

龍
泉
窯
系
青
磁
碗
、
陶
質
系
擂
鉢
片
、
須
恵
器
片
、
瓦
器
碗
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

坏
は
口
径
一
二
．
五
㎝
、
器
高
二
．
七
〜
三
．
二
㎝
の
も
の
が
主
体
を
占
め
る
。
小

皿
は
口
径
七
．
〇
〜
七
．
八
㎝
、
器
高
一
．
四
〜
一
．
八
㎝
の
も
の
が
主
体
を
占
め

る
。
見
込
み
は
ナ
デ
に
よ
り
凹
凸
を
消
す
も
の
が
大
半
を
占
め
、
立
ち
上
が
り
は
強

い
回
転
ナ
デ
に
よ
り
、
深
く
く
ぼ
む
。
底
部
は
い
ず
れ
も
糸
切
り
技
法
に
よ
り
切
り

離
さ
れ
、
板
状
圧
痕
、
指
頭
押
圧
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
。

第６図　「菊之城」出土土器（S ＝ 1/3）



史学論叢第 44 号（2014 年３月）

二
三

【
ト
レ
ン
チ
二
号
】

　

地
表
面
よ
り
約
〇
．九
〜
一
．一
ｍ
の
深
さ
か
ら
遺
物
の
包
含
層
が
存
在
し
、土
坑
、

溝
、
炭
化
物
集
中
部
、
礫
集
中
部
な
ど
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
遺
物
は
土
師
器
坏
、

小
皿
が
大
量
に
出
土
し
、
こ
の
他
少
量
の
白
磁
碗
片
、
龍
泉
窯
系
青
磁
碗
、
同
安
窯

系
青
磁
碗
片
、
陶
器
片
、
須
恵
器
片
、
磁
器
染
付
碗
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
土

師
器
に
つ
い
て
は
小
片
が
多
か
っ
た
が
、
小
皿
は
口
径
八
．
七
㎝
、
器
高
一
．
〇
㎝

前
後
の
も
の
が
主
体
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
見
込
み
は
ナ
デ
に
よ
り
凹
凸
を
消
す

も
の
が
大
半
を
占
め
、
立
ち
上
が
り
は
強
い
回
転
ナ
デ
に
よ
り
、
深
く
く
ぼ
む
。
底

部
は
い
ず
れ
も
糸
切
り
技
法
に
よ
り
切
り
離
さ
れ
、
板
状
圧
痕
、
指
頭
押
圧
痕
が
み

と
め
ら
れ
る
。

【
ト
レ
ン
チ
三
号
】

　

地
表
面
よ
り
約
〇
．
八
〜
一
．
六
ｍ
の
深
さ
か
ら
遺
物
の
包
含
層
が
存
在
し
、
土

坑
、
溝
、
ピ
ッ
ト
な
ど
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
遺
物
は
土
師
器
坏
、
小
皿
が
大
量

に
出
土
し
、
こ
の
他
少
量
の
白
磁
碗
底
部
片
、
龍
泉
窯
系
青
磁
碗
、
同
安
窯
系
青
磁

碗
片
、
陶
器
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
坏
は
口
径
一
一
．
二
㎝
、
器
高
二
．
八
〜

三
．
五
㎝
の
も
の
が
主
体
を
占
め
る
。
小
皿
は
口
径
七
．
〇
〜
八
．
五
㎝
、器
高
一
．

〇
〜
二
．
八
㎝
の
も
の
が
主
体
を
占
め
る
。
見
込
み
は
ナ
デ
に
よ
り
凹
凸
を
消
す
も

の
が
大
半
を
占
め
、
立
ち
上
が
り
は
強
い
回
転
ナ
デ
に
よ
り
、
深
く
く
ぼ
む
。
底
部

は
い
ず
れ
も
糸
切
り
技
法
に
よ
り
切
り
離
さ
れ
、
板
状
圧
痕
、
指
頭
押
圧
痕
が
み
と

め
ら
れ
る
。

　

ト
レ
ン
チ
調
査
の
結
果
は
以
上
で
あ
る
。
ま
ず
遺
構
と
し
て
、
溝
や
ピ
ッ
ト
の
存

在
か
ら
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
規
模
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。【
ト

レ
ン
チ
一
号
】
で
検
出
さ
れ
た
土
器
だ
ま
り
は
、
祭
祀
を
お
こ
な
っ
た
可
能
性
が
う

か
が
え
る
。
ト
レ
ン
チ
全
体
の
平
面
状
況
か
ら
、
こ
の
Ⅰ
郭
は
【
ト
レ
ン
チ
一
号
】

と
【
ト
レ
ン
チ
二
号
】
の
間
で
遺
構
の
配
置
が
変
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
、【
ト
レ
ン

チ
一
号
】
の
東
側
は
祭
祀
を
行
っ
た
区
域
、【
ト
レ
ン
チ
二
・
三
号
】
で
検
出
し
た
浅

い
溝
は
南
北
方
向
の
区
画
溝
で
、
こ
の
溝
を
境
に
し
て
内
外
に
掘
立
柱
建
物
が
存
在

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。遺
物
包
含
層
は
堀
を
掘
り
下
げ
た
際
の
土
砂
を
盛
っ
て
、

城
館
郭
を
構
築
す
る
た
め
に
整
地
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
出
土
遺
物
の
特
徴
と
し
て
土
師
器
坏
、
小
皿
が
主
体
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
出
土
し
た
土
師
器
坏
と
小
皿
を
観
察
す
る
と
、
底
部
に
ヘ
ラ
切
り
は
み
と

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
糸
切
り
技
法
に
よ
り
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
法
量
と
調
整
か
ら
、

多
く
が
十
三
世
紀
第
２
四
半
期
の
範
疇
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
磁
器
の
型
式
と
も
矛

盾
し
な
い
。
調
査
後
の
整
理
作
業
が
す
す
ん
で
い
な
い
が
、
現
時
点
で
こ
の
時
期
以

外
の
土
器
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

【
三
】
文
献
か
ら
み
る
菊
池
の
城
館

　

つ
づ
い
て
文
献
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
菊
池
の
城
館
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
近
世
に
著
さ
れ
た
文
献
か
ら
、
菊
池
の
記
述
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。

〔
資
料
一
〕
（「
菊
池
風
土
記
」『
肥
後
文
献
叢
書
』
第
五
巻
）

　

菊
の
城　

一　

左
近
将
監
藤
原
則
隆
公
肥
後
を
賜
り
延
久
二
年
七
月
十
五
日

此
地
に
下
向
有
て
同
郡
深
川
村
に
城
を
築
き
是
を
菊
の
城
と
称
す
十
五
武
光
公

迄
此
所
に
居
城
今
深
川
境
北
宮
の
田
の
中
に
一
丁
余
の
畠
に
高
く
四
方
堀
に
て

石
垣
築
き
廻
し
た
る
所
有
り
今
に
天
守
跡
と
い
ふ
（
後
略
）

　

雲
上
城　

一　

高
野
瀬
村
正
観
寺
村
両
所
の
交
に
在
り
又
守
山
の
城
と
も
い

ふ
今
隈
府
の
城
と
い
ふ
は
是
也
菊
池
十
六
代
武
政
公
南
朝
の
正
平
二
十
二
年
に

是
を
築
く
（
後
略
）

〔
資
料
二
〕
（「
古
城
考
」
菊
池
郡
『
肥
後
文
献
叢
書
』
第
三
巻
）

　

隈
府
古
城　

無
双
の
要
害
也
、
守
山
の
城
共
云
、
世
に
隈
府
の
城
と
唱
れ
共
、
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二
四

高
野
瀬
村
正
観
寺
村
の
内
也
、（
中
略
）菊
池
十
六
代
肥
後
守
武
政
築
之
住
居
す
、

先
祖
則
隆
よ
り
武
光
ま
で
、
十
六
代
は
深
川
菊
の
城
に
在
居
也
、（
後
略
）

　

菊
池
古
城　

深
川
村
の
北
に
あ
り
、
雲
上
の
城
と
云
、
菊
池
氏
祖
太
夫
将
監

則
隆
、
延
久
二
年
下
向
有
之
、
当
城
を
築
て
居
す
、（
中
略
）
延
久
二
年
よ
り

應
安
六
年
迄
三
百
余
年
在
城
、
元
祖
則
隆
よ
り
十
五
代
に
至
る
、
武
光
の
子
武

政
、
城
を
守
山
に
築
て
移
る
と
云
。

〔
資
料
三
〕
（『
肥
後
國
志
』
菊
池
郡 

河
原
手
永
・
深
川
手
永
）

　

隈
府
城
跡　

當
城
ハ
山
城
也
守
山
ト
云
（
中
略
）
菊
池
家
傳
曰
當
城
ハ
菊
池

家
十
六
代
肥
後
守
武
政
築
之
當
郡
深
川
村
菊
ノ
城
ヨ
リ
移
居
ス
（
後
略
）

　

菊
ノ
城
跡　

深
川
村
ノ
北
ニ
ア
リ
菊
池
氏
ノ
祖
大
夫
将
監
則
隆
延
久
二
年
下

向
ア
リ
テ
築
當
城
（
中
略
）
菊
池
十
五
代
在
城
也
武
光
ノ
子
武
政
城
ヲ
守
山
に

築
テ
移
ル
ト
云
（
後
略
）

　

こ
れ
ら
の
文
献
は
菊
池
氏
が
途
絶
し
て
か
ら
数
百
年
た
っ
て
か
ら
著
さ
れ
た
も
の

で
、「
菊
の
城
」
に
つ
い
て
「
四
方
堀
に
て
石
垣
築
き
廻
し
た
る
所
有
り
今
に
天
守

跡
と
い
ふ
」〔
資
料
一
〕
と
述
べ
る
な
ど
、
後
世
の
見
解
が
ま
ざ
っ
て
い
る
箇
所
も

あ
り
、
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
は
伝
聞
に
た
よ
る
部
分
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
少

な
く
と
も
当
時
の
菊
池
氏
の
城
館
に
つ
い
て
の
通
説
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
延
久
二
（
一
〇
七
〇
）
年
に
初
代
則

隆
が
「
菊
之
城
」
を
築
い
た
こ
と
は
同
一
で
、
正
平
二
十
二
（
一
三
六
七
）
年
に
武

政
が
「
守
山
城
」
へ
移
し
た
〔
資
料
一
〕、
も
し
く
は
應
安
六
（
一
三
七
三
）
年
ま

で
在
城
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
資
料
二
〕。
こ
の
年
代
の
根
拠
は
わ
か
ら
な
い
が
、

当
初
深
川
に
あ
っ
た
本
城
が
、
あ
る
時
期
か
ら
守
山
へ
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

つ
づ
い
て
中
世
の
資
料
を
み
て
み
た
い
。
菊
池
に
関
連
す
る
城
館
の
記
述
は
少
な

く
限
定
的
で
あ
る
が
、
当
時
の
様
相
を
探
っ
て
み
た
い
。

〔
資
料
四
〕　

年
月
欠　

恵
良
（
阿
蘇
）
惟
澄
申
状
追
書
写

　
（「
阿
蘇
家
文
書（
上
）一
三
〇
」『
大
日
本
古
文
書
』）

　

惟
澄
此
間
合
戦
之
次
第
、
同
注
進
候
、
此
外
肥
後
国
菊
池
本
城
、
当
時
合
志

入
替
武
士
令
楯
籠
、
去
十
五
日
、
武
光
令
発
向
、
追
落
外
城
焼
払
、
打
取
兇
徒

廿
余
人
了
、
同
十
六
日
、
追
落
隈
部
城
、（
後
略
）

〔
資
料
五
〕　

正
平
五
年
三
月
二
〇
日
付
恵
良
惟
澄
軍
忠
状

　
（「
阿
蘇
家
文
書（
上
）一
三
一
」『
大
日
本
古
文
書
』）

　
（
正
平
三
年
十
二
月
）
去
十
日
馳
越
菊
池
、
同
十
二
日
酉
刻
押
寄
、
兇
徒
合

志
能
登
守
幸
隆
所
楯
籠
之
菊
池
陣
城
、
始
合
戦
六
ヶ
日
夜
致
軍
功
畢
、（
後
略
）

〔
資
料
六
〕　

永
徳
元
年
七
月
日
深
堀
時
久
軍
忠
状

　
（「
深
堀
文
書
十
七
」『
熊
本
懸
史
料
』
中
世
編
第
五
）

　
（
前
略
）
同
（
永
徳
元
年
）
五
月
十
二
日
、
菊
池
陣
城
令
御
共
畢
、
同
六
月

十
八
日
、
自
坂
井
御
陣
、
隈
部
松
尾
御
陣
令
御
共
、
同
廿
二
日
、
隈
部
城
没
落

畢
、（
後
略
）

〔
資
料
七
〕　

永
徳
元
年
九
月
日
付
深
堀
時
弘
軍
忠
状

　
（「
深
堀
文
書
十
九
」『
熊
本
懸
史
料
』
中
世
編
第
五
）

　
（
前
略
）
同
（
永
徳
元
年
）
十
二
日
、
被
（
置
）
菊
池
館
城
之
間
、
於
当
城

仁
致
宿
直
之
處
、
同
六
月
十
八
日
、
被
召
隈
□
（
部
か
？
）
城
攻
陣
之
間
、
日

夜
致
合
戦
之
刻
、
同
二
十
二
日
夜
子
刻
武
興
（
武
朝
）
巳
下
兇
徒
（
等
）（
令
）

没
落
訖
、（
後
略
）

〔
資
料
八
〕　

至
徳
元
年
九
月
日
付
安
富
了
心
軍
忠
状

　
（「
深
江
文
書
二
五
」『
熊
本
懸
史
料
』
中
世
編
第
五
）

　

同（
永
徳
元
年
）六
月
二
十
二
日
、菊
池
次
郎
武
朝
要
害
熊
耳
城
没
落（
後
略
）
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二
五

〔
資
料
九
〕　

康
暦
元
年
七
月
十
七
日
付
今
川
了
俊
書
状

　
（「
阿
蘇
家
文
書（
寫
）第
七
」『
大
日
本
古
文
書
』）

　
（
前
略
）
そ
の
上
菊
池
事
ハ
、陣
の
城
、く
ま
（
隈
）
目
の
城
、木
野
城
な
と
、

（
後
略
）

　
〔
資
料
四
・
五
〕
は
、
正
平
三
（
一
三
四
八
）
年
、
武
家
方
合
志
幸
隆
に
よ
っ
て
占

拠
さ
れ
て
い
た
「
菊
池
本
城
」
と
「
隈
部
城
」
を
、
武
光
ら
宮
方
が
奪
回
し
た
と
阿

蘇
惟
澄
が
征
西
府
へ
報
じ
た
も
の
で
、
同
一
の
城
攻
め
が
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
城
館
と
し
て
は
「
菊
池
本
城
」〔
資
料
四
〕、「
菊
池
陣
城
」〔
資
料
五
〕
と
記

さ
れ
て
お
り
、「
菊
池
本
城
」
＝
「
菊
池
陣
城
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
本
城
は
否
定
す
る
根
拠
が
な
い
た
め
、〔
資
料
一
〜
三
〕
で
延
べ
ら
れ
て
い
る

通
説
の
と
お
り
、深
川
に
所
在
し
た
と
考
え
て
お
く
。
た
だ
し
〔
資
料
四
〕
で
は
「
隈

府
城
」
が
外
城
と
は
区
別
さ
れ
て
、
他
の
城
館
と
は
あ
つ
か
い
が
異
な
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　

時
代
が
三
〇
年
ほ
ど
下
っ
た
永
徳
元
（
一
三
八
一
）
年
の
〔
資
料
六
〜
八
〕
は
、

惣
領
武
朝
が
た
て
こ
も
っ
て
い
た
城
館
が
落
城
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。〔
資
料
六
・
七
〕で
は
そ
れ
ぞ
れ「
菊
池
陣
城
」「
菊
池
館
城
」と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
正
平
年
間
の
本
城
と
同
一
の
も
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
通
説
で
は
こ
の
時

期
は
す
で
に
「
守
山
城
」
へ
本
城
は
移
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
「
菊
池
館

城
」と
呼
ば
れ
る
城
館
が
別
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。「
菊
地
館
城
」の
記
述
か
ら
、

こ
の
城
館
が
館
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
菊
池
と
呼

称
す
る
城
館
が
こ
れ
ま
で
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
城
で
あ
っ
た
深
川

の
「
菊
之
城
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
防
御
機
能
の
問
題

は
別
と
し
て
「
菊
之
城
」
は
依
然
城
館
と
し
て
の
こ
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
通
説

と
は
異
な
り
、
ま
だ
本
城
は
移
転
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
資

料
と
は
別
に
、
武
光
か
ら
武
朝
の
代
に
か
け
て
武
家
方
か
ら
九
州
探
題
を
任
ぜ
ら
れ

た
今
川
了
俊
は
、
康
暦
元
（
一
三
七
九
）
年
の
〔
資
料
九
〕
中
で
、
菊
池
の
諸
城
を

「
陣
の
城
、
く
ま
目
（
部
）
の
城
」
と
記
し
て
い
る
。「
陣
の
城
」
は
〔
資
料
五
〕
の

「
菊
池
陣
城
」
と
同
一
と
思
わ
れ
、「
く
ま
目
（
部
）
の
城
」
は
「
隈
府
城
」
と
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
〔
資
料
六
〜
八
〕
に
は
「
隈
部
城
」「
熊
耳
城
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

同
一
の
城
攻
め
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
隈
部
城
」〔
資
料
六
・

七
〕
と
「
熊
耳
城
」〔
資
料
八
〕
は
、
呼
称
は
違
う
が
同
一
の
城
館
を
さ
し
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。
要
害
の
城
と
記
さ
れ
て
い
る
立
地
状
況
、
十
五
代
武
光
の
墓
所
が

所
在
す
る
菩
提
寺
が
現
在
の
菊
池
神
社
の
下
に
位
置
す
る
熊
耳
山
正
観
寺
と
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
隈
部
城
（
熊
耳
城
）」
は
菊
池
本
城
に
比
定
さ
れ
て
い

る
「
守
山
城
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
正
平
三
年
〜
永
徳
元
年
に
か
け
て
、
本
城
と
認
識
さ
れ
る

城
館
と
「
隈
部
城
」
と
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
正
平
年
間
以
前
に
つ
い
て
、
以
下
の
資
料
が
あ
る
。

〔
資
料
十
〕　

年
月
日
不
詳　

小
代
光
信
軍
忠
状

　
（「
詫
磨
文
書
二
四
五
」『
熊
本
懸
史
料
』
中
世
編
第
五
）

　

建
武
三
年
正
月
八
日
属
大
宰
府
討
手
堀
三
郎
入
道
殿
、
押
寄
菊
池
山
城
太
手

令
追
落
武
敏
以
下
兇
徒
等
畢
、（
後
略
）

〔
資
料
十
一
〕　

建
武
五
年
四
月
十
八
日
付　

詫
磨
貞
政
軍
忠
状

　
（「
詫
磨
文
書
八
一
」『
熊
本
懸
史
料
』
中
世
編
第
五
）

　

建
武
三
年
正
月
八
日
菊
池
山
城
之
合
戦
時
、
致
軍
忠
追
落
候
畢
、（
後
略
）

〔
資
料
十
二
〕　

暦
應
三
年
三
月
付　

詫
磨
宗
直
軍
忠
状
案

　
（「
詫
磨
文
書
八
六
」『
熊
本
懸
史
料
』
中
世
編
第
五
）
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一
．
同
（
建
武
四
）
年
八
月
、
菊
池
渡
山
合
戦
之
時
、（
後
略
）

　
〔
資
料
十
・
十
一
〕
に
は
、
建
武
三
（
一
三
三
六
）
年
正
月
に
「
菊
地
山
城
」
が
武

家
方
に
攻
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の
武
敏
は
十
三
代
武
重
の
弟
に

あ
た
り
、
惣
領
に
か
わ
っ
て
菊
池
の
留
守
を
あ
ず
か
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
武
敏

は
建
武
三
年
の
三
月
に
九
州
の
宮
方
の
勢
力
を
率
い
て
、
博
多
の
多
々
良
浜
で
九
州

落
ち
を
し
た
足
利
尊
氏
と
合
戦
を
し
て
い
る
が
、
前
年
に
大
宰
府
を
陥
落
さ
せ
、
有

智
山
城
で
親
武
時
の
か
た
き
少
弐
貞
経
を
攻
め
て
自
害
さ
せ
る
な
ど
め
ま
ぐ
る
し
く

転
戦
し
て
お
り
、
こ
の
「
菊
池
山
城
」
の
落
城
も
こ
の
時
期
の
緊
迫
し
た
情
勢
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
り
、
正
平
年
間
よ
り
十
五
年
ほ
ど
前
に
「
菊
池
山
城
」
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
深
川
は
立
地
条
件
か
ら
山
城
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た

め
、
他
の
城
館
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
建
武
四
年
八
月
に
菊
池
勢
が
詫
麻
宗
直

と
合
戦
し
た
「
菊
池
渡
山
」〔
資
料
十
二
〕
も
、
隈
府
の
東
隣
の
「
亘
」
に
比
定
で

き
る
こ
と
か
ら
、
守
山
一
帯
は
「
菊
之
城
」
の
詰
城
で
あ
り
、「
守
山
城
（
隈
部
城
）」

の
前
身
と
し
て
す
で
に
機
能
し
た
と
の
説
が
あ
る（
青
木
一
九
九
六
）。「
菊
地
山
城
」

に
は
武
敏
が
入
城
し
て
い
る
が
、
多
々
良
浜
の
合
戦
以
降
、
菊
池
は
周
辺
の
武
家
方

に
攻
め
ら
れ
、
武
敏
は
惣
領
武
重
の
帰
還
ま
で
各
地
の
山
城
や
と
り
で
を
転
戦
し
た

模
様
で
あ
る
。
し
か
し
数
万
の
九
州
宮
方
の
兵
を
率
い
て
尊
氏
と
戦
っ
た
武
敏
が
、

そ
の
直
前
に
本
城
を
陥
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
大
戦

に
出
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
も〔
資

料
十
・
十
一
〕
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
菊
池
山
城
」
は
、
本
城
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。

【
四
】
考
察

　

以
上
、
菊
池
の
中
世
城
館
に
つ
い
て
、
発
掘
調
査
の
成
果
と
文
献
資
料
を
あ
げ
て

み
た
。
全
体
の
流
れ
と
し
て
、ま
ず
は
当
初
の
本
城
と
さ
れ
る
深
川
の「
菊
之
城
」は
、

〔
資
料
一
〜
三
〕
に
よ
れ
ば
延
久
二
（
一
〇
七
〇
）
年
に
初
代
則
隆
に
よ
り
築
か
れ

た
と
さ
れ
る
。
則
隆
の
出
自
自
体
諸
説
が
あ
り
、
実
証
が
む
ず
か
し
い
が
、
こ
の
こ

ろ
を
起
源
と
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
深
川
に
築
か
れ
た
理
由
と
し
て
、河
川
、

陸
上
交
通
、
ま
た
水
田
経
営
の
要
衝
地
を
お
さ
え
る
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
菊
之
城
」
は
そ
の
後
、
立
地
条
件
か
ら
防
御
機
能
の
弱

い
惣
領
屋
敷
と
し
て
存
続
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
地
形
か
ら
堀
の
存
在
が
う
か
が

え
る
。
阿
蘇
大
宮
司
氏
居
館
跡
に
比
定
さ
れ
て
い
る
二
本
木
前
遺
跡
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
肥
後
に
お
い
て
は
居
館
は
十
二
世
紀
後
半
に
は
出
現
し
て
い
た
可
能
性
が
示

さ
れ
て
い
る
が
、「
菊
之
城
」
が
通
説
ど
お
り
延
久
年
間
の
築
造
だ
と
す
れ
ば
、
こ

れ
よ
り
も
か
な
り
先
行
す
る
。
当
初
か
ら
方
形
の
規
格
の
居
館
が
こ
の
場
所
に
築
か

れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
〔
資
料
十
・
十
一
〕
か
ら
、
建
武
三
（
一
三
三
六
）
年
に
は
「
菊
地
山
城
」
が
存
在

し
た
こ
と
が
わ
か
り
、こ
れ
が
「
守
山
城
」
の
前
身
の
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
「
菊

之
城
」
の
詰
城
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。〔
資
料
四
・
五
〕
に
は
正
平
三

（
一
三
四
八
）
年
に
本
城
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
深
川

に
所
在
し
た
「
菊
之
城
」
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
武
家
方
に
占
拠
さ
れ
て
い
た
本

城
を
奪
回
し
た
際
、
本
拠
を
防
衛
す
る
必
要
に
か
ら
れ
て
、
本
城
機
能
を
「
守
山
城
」

へ
移
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
確
認
調
査
に
よ
る
出
土
遺
物
は
十
三
世
紀
後
半

の
様
相
を
持
つ
も
の
が
集
中
を
し
て
お
り
、
本
城
が
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
時
期
よ

り
一
世
紀
近
く
古
く
、
そ
の
後
「
菊
之
城
」
が
存
続
し
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
確
認
調
査
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
を
以
っ
て
「
菊
之
城
」
の
最
終
段
階
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
と
安
易
に
断
定
す
る
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こ
と
は
で
き
な
い
。

　
〔
資
料
四
〕
で
は
「
菊
地
本
城
」
と
は
別
に
「
隈
府
城
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
康

歴
五
（
一
三
七
九
）
年
の
〔
資
料
九
〕
で
も
「
陣
の
城
」
と
「
く
ま
目
（
部
）
城
」

が
分
け
て
記
さ
れ
、
永
徳
元
（
一
三
八
一
）
年
の
〔
資
料
六
・
七
〕
で
も
同
様
に
、

そ
れ
ぞ
れ
「
菊
地
陣
城
」「
菊
地
館
城
」
が
「
隈
府
城
」
と
は
分
け
て
記
述
さ
れ
て

い
る
。〔
資
料
七
〕
の
「
菊
地
館
城
」
の
記
述
か
ら
、
居
館
的
な
機
能
を
も
っ
た
可

能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
依
然
「
菊
之
城
」
を
示
す
の
か
ど
う
か
は
文
献
か
ら
は
判

断
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
ま
だ
本
城
が
移
転
し
て
い
な
い
と
す
る
と
、
武

政
の
時
代
に
移
っ
た
と
す
る
〔
資
料
一
〜
三
〕
の
通
説
と
は
矛
盾
す
る
。
さ
ら
に
永

徳
元
（
一
三
八
一
）
年
の
〔
資
料
六
〜
八
〕
で
は
惣
領
武
朝
が
「
守
山
城
（
隈
府
城
、

熊
耳
城
）」
に
た
て
こ
も
っ
て
い
る
が
、
落
城
後
、
肥
後
中
部
の
宇
土
城
へ
逃
れ
て
、

元
中
九
（
一
三
九
二
）
年
の
南
北
合
一
ま
で
菊
池
へ
も
ど
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、本
城
機
能
が
こ
の
時
点
で
深
川
の「
菊
之
城
」か
ら
隈
府
の「
守
山
城
」に
移
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
両
者
の
性
格
は
異
な
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
通
説
で
は
十
六
代
武
政
の
代
に
移
転
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
本
城
移

転
が
正
平
年
間
か
ら
永
徳
年
間
の
間
、
す
な
わ
ち
十
四
世
紀
第
３
四
半
期
で
あ
っ
た

と
仮
定
す
れ
ば
通
説
と
は
矛
盾
し
な
い
。

　

さ
ら
に
土
井
ノ
外
遺
跡
は
、
本
城
が
移
転
し
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
時
期
、
十
四

世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
築
か
れ
た
居
館
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
居
館
が
惣
領

屋
敷
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
本
城
直

下
に
居
館
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
現
在
の
街
並
に
通
ず
る
区
画

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
隈
府
一
帯
が
一
族
の
本
拠
と
し
て
、
す
で
に
整
備
さ
れ
は

じ
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

　

永
徳
元
年
の
「
守
山
城
」
陥
落
に
よ
り
、
総
領
の
武
朝
が
菊
池
を
追
わ
れ
る
が
、

そ
の
後
お
そ
ら
く
は
九
州
に
お
け
る
武
家
方
勢
力
の
伸
長
を
抑
制
す
る
た
め
で
あ

ろ
う
が
、
本
領
を
安
堵
さ
れ
菊
池
へ
も
ど
っ
て
い
る
（
阿
蘇
品
二
〇
〇
三
）。
土
井

ノ
外
遺
跡
が
本
城
陥
落
に
よ
っ
て
途
絶
せ
ず
に
十
五
世
紀
前
半
ま
で
存
続
し
た
こ
と

は
、そ
の
こ
と
に
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。長
門
・
周
防
国
守
護
職
大
内
氏
の「
山

口
」
や
、
越
前
国
守
護
代
朝
倉
氏
の
「
一
乗
谷
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
守
護
町

は
守
護
館
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
菊
池
氏
も
代
々
肥
後
国
守
護
を
つ
と
め
て

お
り
、
隈
府
一
帯
も
そ
の
機
能
を
も
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
五
】
お
わ
り
に

　

菊
池
に
お
け
る
中
世
城
館
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
て
い
る
文
献
資
料
と
近

年
の
発
掘
調
査
事
例
の
再
整
理
を
お
こ
な
っ
て
み
た
。
気
が
つ
か
さ
れ
た
の
は
資
料

の
少
な
さ
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
中
で
当
時
の
様
相
を
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
既
存
の
文
献
資
料
は
、
近
世
か
ら
多
く
の
先
学
た
ち
に
よ
っ
て
網
羅

さ
れ
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
上
の
増
加
は
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
、
発

掘
調
査
に
よ
る
考
古
学
的
検
証
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。
し
か
し
発
掘
調
査
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
情
報
は
、
主
に
遺
跡
の
最
終
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
消
失

し
た
も
の
を
実
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
か
ら
得
ら
れ
る
情

報
に
は
制
限
が
あ
り
、
補
完
し
つ
つ
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
菊
池
の
中
世
城
館
の
再
検
討
を
こ
こ
ろ
み
た
も

の
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
研
究
成
果
を
羅
列
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
筆
者
の
力
量
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
現
在
判
明
し
て
い
る
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菊
池
の
城
館
に
関
す

る
現
状
と
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
思
う
。
特
に
発
掘
調
査
の
二
例
の

成
果
を
資
料
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
城
館
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
様
相
を
背
景
に
存
在

し
、
そ
の
概
念
は
多
様
化
し
て
お
り
、
も
は
や
軍
事
拠
点
と
し
て
単
純
に
と
ら
え
る
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こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
進
展
を
と
げ
る
中
世
城
館
の
研
究
の
中
で
、
ど
の

よ
う
に
肥
後
国
菊
池
を
位
置
づ
け
て
い
く
か
、
今
後
よ
り
一
層
の
検
証
を
す
す
め
て

い
き
た
い
。
本
稿
に
つ
い
て
は
未
熟
、
不
見
識
の
部
分
も
多
々
あ
る
と
思
う
が
、
読

者
諸
賢
に
は
ご
一
読
い
た
だ
き
、
ご
意
見
ご
批
判
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
「
菊
之
城
」
出
土
土
器
に
つ
い
て
、
美
濃
口
雅
朗
、

坂
本
憲
昭
両
氏
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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